
▼丘陵地に残る正家廃寺跡（中央）▼本年度の調査位置

▲本年度、伽藍地の正面（南側）を発掘調査

正家廃寺跡の保存と活用特集

　
市
内
で
唯
一
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
正
家
廃
寺
跡
は
、
伽が

藍ら
ん

（
寺
の
建
築
物
）
配
置
や
構
造
物
の
遺
構
（
建

物
な
ど
の
跡
）、
多
く
の
出
土
品
な
ど
か
ら
奈
良
時
代
に
建
て
ら
れ
た
寺
院
跡
で
、
付
属
施
設
ま
で
含
め
た
全
体
が

良
好
な
状
態
で
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
貴
重
な
遺
跡
を
保
存
活
用
す
る
た
め
、
昨
年
５
月
に
、
正
家
廃
寺
跡
の
歴
史

的
・
文
化
的
価
値
を
明
確
に
し
て
適
切
な
保
存
管
理
と
整
備
活
用
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
た
「
史
跡
正
家
廃
寺
跡

保
存
管
理
計
画
」
を
策
定
。
こ
と
し
の
９
月
に
は
、
指
定
地
の
公
有
化
が
完
了
し
ま
し
た
。
本
年
度
か
ら
平
成
２８
年

度
ま
で
、
現
地
の
追
加
調
査
を
行
い
な
が
ら
整
備
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
　
文
化
課
志
４
３
―
２
１
１
２
（
内
線
３
２
０
）

広
場
の
可
能
性
が
高
ま
る

　
正
家
廃
寺
跡
周
辺
は
、
西
南
か
ら
北
東

に
向
か
っ
て
緩
や
か
に
傾
斜
し
て
い
ま
す

が
、
過
去
に
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
調
査
の
結
果
、
畑
に
な
る
前
に
整

地
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判

明
。
整
地
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
す
が
、

整
地
さ
れ
た
面
か
ら
は
、
建
物
な
ど
構
造

物
の
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
調
査

地
点
周
辺
は
、
寺
院
が
存
在
し
た
こ
ろ
に

は
広
場
だ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
り
ま
し

た
。
今
回
、
参
道
の
位
置
は
確
認
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
場
所
を
寺
院
の
広
場
と
評
価
す
る

に
は
、
例
え
ば
南
門
や
幢ど

う

竿か
ん

支し

柱ち
ゅ
う

（
祭
事

の
登
り
旗
を
建
て
る
た
め
の
支
柱
）
の
よ

う
な
遺
構
を
見
つ
け
た
り
、
参
道
を
確
認

し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
今
後
の
調
査
で
は
、
全
域
を
発
掘
す
る

こ
と
は
困
難
な
た
め
、
詳
細
な
地
形
測
量

に
よ
る
微
地
形
の
分
析
な
ど
で
丘
陵
下
か

ら
の
道
を
推
定
し
て
い
き
ま
す
。

寺
の
正
面
の
様
子
を
把
握

　
市
で
は
、
こ
と
し
１５
年
ぶ
り
に
正
家
廃

寺
跡
の
調
査
を
再
開
し
ま
し
た
。

　
整
備
計
画
を
考
え
る
に
は
、
史
跡
の
全

体
像
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
過

去
の
調
査
は
、
塔
や
金
堂
の
あ
る
伽
藍
地

を
中
心
に
行
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
外
は
不

明
な
点
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

史
跡
整
備
の
資
料
を
収
集
す
る
た
め
、
５

年
計
画
で
次
の
３
点
を
調
査
し
ま
す
。
❶

伽
藍
地
の
正
面
（
南
側
）
の
遺
構
の
確
認

と
そ
の
性
格
の
把
握
。
❷
伽
藍
地
東
側
の

区
画
の
性
格
の
把
握
。
❸
伽
藍
地
西
辺
築つ

い

地じ

（
土
を
固
め
て
造
っ
た
塀
）
外
側
の
遺

構
の
確
認
。
４
カ
年
現
地
を
調
査
し
、
最

終
年
度
に
報
告
書
を
作
成
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
調
査
で
、
❶
寺
の
正
面
が
ど

の
よ
う
な
景
観
だ
っ
た
の
か
、
❷
僧
侶
ら

が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
、
寺
で
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
か
、
❸
伽
藍

地
西
側
に
一
つ
だ
け
発
見
さ
れ
た
礎
石

（
建
物
の
土
台
と
し
て
置
く
石
）
が
あ
る

が
、
西
側
に
も
大
き
な
建
物
が
あ
っ
た
か

文化庁文化財部記念物課史跡部門
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 主任文化財調査官

ど
う
か
の
把
握
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
本
年
度
は
、
こ
の
う
ち
❶
を
目
的
と
し

て
、
９
月
か
ら
、
伽
藍
地
中ち

ゅ
う

門も
ん

推
定
地
の

南
側
１
６
２
・
５
平
方
㍍
で
、
発
掘
調
査

を
行
い
ま
し
た
。

　
古
代
寺
院
の
伽
藍
地
に
は
、
人
が
立
ち

入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
般

の
礼
拝
や
儀
式
は
、
正
面
の
広
場
で
行
わ

れ
、
集
落
や
街
道
か
ら
寺
院
へ
行
く
参
道

は
、
寺
院
正
面
に
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。

　
正
家
廃
寺
跡
も
、
寺
院
正
面
に
は
比
較

的
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
広
場
の
存
在
が

想
定
さ
れ
ま
す
。
集
落
は
、
廃
寺
跡
の
北

側
（
後
ろ
）
に
あ
り
、
集
落
か
ら
丘
陵
の

南
側
に
回
り
込
ん
で
伽
藍
地
の
正
面
へ
行

く
参
道
が
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　今回の調査では、
顕著な遺構が見つ
かっていませんが、
逆にその意味は大き
いです。通常、寺の
前には何もない神聖
な空間があります。
調査の結果、何もな
いことが分かれば、寺の南側に神聖な空
間があったことを示します。初年度の調
査は、大きな成果があったと言えます。
　ここは東に向かって谷が開けていて、
東側から寺を望む地形です。普段は東側
から寺へ出入りし、儀式のようなときは
南側の参道を利用した可能性があると思
われます。今後は、東側と南側の経路の
関係を調べる必要があります。

初年度大きな成果あり

古
代
寺
院
の
全
体
像
残
す

特
集　

正
家
廃
寺
跡
の
保
存
と
活
用

１５
年
ぶ
り
発
掘
調
査
を
再
開

▲市文化財保護審議会委員に現場を公開し中間報告（１０月２８日）

本年度調査位置
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正家廃寺跡の保存と活用特集

　正家廃寺跡は、市街地の南端で市街地を一望できる河
か

岸
が ん

段
だ ん

丘
きゅう

（河川に沿う階
段状の地形）に位置する寺院跡です。奈良時代の８世紀前半に建設が始まり、
９世紀後半に主要伽藍の火災を契機に廃絶しました。寺院には、築地で囲まれ
た二つの区画があり東西約１１０㍍、南北約７０㍍の寺域。主要伽藍を法隆寺式に
配置する本格的な古代寺院でした。塔や金堂、講堂の基

き

壇
だん

（建物の基礎部分に
築いた石や土の壇）は乱

らん

石
せき

積みで、上面の礎石の保存状態は比較的良好です。
瓦は、まったく出土せず屋根は瓦ぶきではありませんでした。

市
内
で
初
め
て
国
史
跡
に

　
正
家
廃
寺
跡
で
は
、
西
側
の
区
画
を

伽
藍
地
、
東
側
の
区
画
を
東
区
と
呼
び

ま
す
。
伽
藍
地
は
東
西
５３
・
７
㍍
、
南

北
７０
・
２
㍍
。北
側
に
講
堂
、東
に
金
堂
、

西
に
塔
を
配
置
。
築
地
が
で
き
る
前
に

回
廊
が
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま

す
。
東
区
は
、
東
西
５３
・
７
㍍
、
南
北

６６
㍍
。
東
区
内
で
は
、
掘
立
柱
建
物
１

棟
と
竪
穴
建
物
２
棟
を
確
認
。鉄て

っ

滓さ
い（
鉄

の
か
す
）
や
鍛
冶
屋
が
使
う
ふ
い
ご
羽

特
異
な
礎
石
配
置
の
金
堂

　
金
堂
の
大
き
さ
は
、東
西（
桁
行
）７
・

５
㍍
、
南
北
（
梁は

り

行
）
６
㍍
。
礎
石
の

配
置
か
ら
、
廂ひ

さ
し

の
柱
が
身も

舎や

の
柱
と
直

行
せ
ず
に
放
射
状
に
配
置
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
建
物
は
現
存
せ
ず
、
発
掘
さ
れ
た
遺

構
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
全
国
で

唯
一
の
形
式
。
法
隆
寺
に
あ
る
国
宝
の

「
玉た

ま

虫む
し
の

厨ず

子し

」
の
構
造
と
共
通
点
が
多

く
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

塔
の
推
定
高
さ
は
約
３０
㍍

　
塔
の
規
模
は
一
辺
６
㍍
の
正
方
形

で
、
心
柱
は
直
径
７２
㌢
と
判
明
。
こ
れ

ら
か
ら
推
定
さ
れ
る
塔
の
高
さ
は
約
３０

㍍
で
、
五
重
塔
も
可
能
な
高
さ
で
す
。

　
周
辺
か
ら
は
、
塔
の
て
っ
ぺ
ん
の
相そ

う

輪り
ん

を
飾
っ
た
と
思
わ
れ
る
高
さ
１０
㌢
ほ

ど
の
小
型
の
風
鐸
が
風ふ

う

招し
ょ
う

と
と
も
に
出

土
。
全
国
で
も
２０
例
ほ
ど
し
か
発
見
さ

れ
て
い
な
い
珍
し
い
遺
物
で
、
金
銅
製

が
１
点
と
鉄
製
が
２
点
あ
り
ま
す
。
ま

た
直
径
６
・
５
㌢
で
、
用
途
不
明
の
鉄

製
円
盤
が
４
点
出
土
し
て
い
ま
す
。

中
央
と
の
つ
な
が
り
示
す

　
講
堂
と
金
堂
か
ら
三さ

ん

彩さ
い

陶と
う

器き

の
つ
ぼ
の

か
け
ら
が
各
１
個
体
分
、
東
区
の
竪
穴
建

物
内
で
は
廃
棄
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
で
仏

具
の
二に

彩さ
い

浄じ
ょ
う

瓶へ
い

の
一
部
な
ど
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
奈な

良ら

三さ
ん

彩さ
い

は
、
官
営

工
房
で
焼
か
れ
た
最
高
級
品
で
、
地
方
の

有
力
な
豪
族
や
寺
院
に
与
え
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
正
家
廃
寺
の
当
時

に
お
け
る
重
要
性
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　
正
家
廃
寺
が
造
ら
れ
た
８
世
紀
の
初
め

は
、
律
令
制
度
に
基
づ
く
地
方
の
行
政
組

織
が
整
備
さ
れ
る
時
期
で
、
恵え

奈な
の

郡ご
お
り

も
こ

の
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

口
の
出
土
か
ら
、
鍛
冶
工
房
の
存
在
が

推
定
さ
れ
、
寺
院
の
建
設
や
維
持
管
理

に
関
わ
る
施
設
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
正
家
廃
寺
跡
は
、
丘
陵
の
中
央
部
に

高
塚
状
に
塔
と
金
堂
の
基
壇
が
残
っ
て

い
て
、
古
く
か
ら
寺
院
跡
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
３１
年
６
月
に
県

史
跡
に
指
定
。
昭
和
５１
年
か
ら
５５
年
に

か
け
て
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
伽
藍

地
の
配
置
や
規
模
を
確
定
。
三さ

ん

彩さ
い

陶と
う

器き

が
出
土
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
５
年
か
ら
１０
年
ま
で
の
発
掘
調

査
で
、
寺
域
の
規
模
や
主
要
な
構
造
物

の
規
模
と
構
造
な
ど
が
把
握
さ
れ
た

他
、
風ふ

う

鐸た
く

や
鉄
く
ぎ
な
ど
大
量
の
金
属

製
品
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。

奈
良
時
代
に
造
ら
れ
た
寺
院
跡
が
、
付

属
施
設
を
含
め
て
良
好
な
状
態
で
保
存

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
。
平
成
１３
年

８
月
に
、
市
内
で
初
め
て
国
史
跡
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

伽藍地

本格的な寺院良好に保存
国指定史跡　正家廃寺跡

【正家廃寺跡案内図】

至岩村町

至恵那駅

至
瑞
浪
市

至
中
津
川
市

正家廃寺跡

▲本尊仏を安置した仏殿で現代の
本堂に当たる金堂の跡

▲法隆寺の五重塔より一回り小さい
と想像される塔の跡

▼上段は風鐸。中段は風招。下段
は鉄製円盤

▲奈良三彩。中央上は二彩浄瓶、手前右端は緑釉香
炉。三彩は、緑、白（褐色）、黄の釉薬で彩られた陶
器で、中国の唐三彩を見本にして奈良時代に作られ
たもの。全国でも出土例はわずか

▼

昭
和
５
年
に
建
て

ら
れ
た
史
跡
の
標
柱

▼

塔
心
礎
。
塔
の
先
端
部
分
に
達

す
る
心
柱
の
礎
石
。
花
こ
う
岩
製

で
中
央
に
心
柱
を
支
え
る
円
形
の

柱
座
が
掘
り
込
ま
れ
て
い
る
。
二

つ
に
割
れ
て
い
て
、
手
前
の
も
の

は
元
の
位
置
か
ら
移
動
し
て
い
る

廂部【礎石配列の比較】

▲遺跡配置図

▲金堂（手前）と塔（奥）の基壇

正家廃寺金堂 玉虫厨子

↑

梁
行↑

↑

梁
行↑

←桁行→←桁行→

身舎 身舎

５３．７㍍ ５３．７㍍

７０
・
２
㍍

６６
・
０
㍍
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正家廃寺跡の保存と活用特集

当
時
を
知
る
貴
重
な
遺
跡

　
正
家
廃
寺
跡
は
、
地
方
寺
院
の
全
体
像

を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
大
変
貴
重
な

遺
跡
で
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期

の
古
代
恵
奈
郡
の
政
治
や
社
会
、
経
済
を

知
る
た
め
の
重
要
な
遺
跡
で
す
。

　
平
成
９
年
に
奈
良
県
の
飛
鳥
池
遺
跡
で

発
見
さ
れ
た
木
簡
に
よ
れ
ば
、６
７
７（
天

武
６
）
年
に
は
、
恵
奈
郡
は
存
在
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
８
世
紀
前
半
に
、
東と

う

山さ
ん

道ど
う

の
整
備
が
行
わ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て

恵
奈
郡
が
立
郡
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、

正
家
廃
寺
の
建
設
も
密
接
に
関
係
す
る
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
正
家
廃
寺
跡
の
特
色
は
、特
異
な
金
堂
、

希
少
性
の
高
い
風
鐸
や
奈
良
三
彩
を
は
じ

め
と
す
る
豊
富
な
遺
物
、
日
本
最
古
の
床

奈良時代の本物見せる

　
２０
年
前
か
ら
正
家
廃
寺
跡

の
調
査
に
関
わ
っ
て
い
ま
す

が
、
昔
か
ら
正
家
廃
寺
跡
は

有
名
で
す
。
金
堂
の
礎
石
配

置
は
、
奈
良
県
明
日
香
村
の

山
田
寺
と
似
て
い
ま
す
。

寺
域
全
体
の
保
存
状
態
が

良
く
、
全
国
的
な
注
目
を

集
め
て
い
ま
す
。

　
こ
と
し
敷
地
の
公
有
化

も
で
き
ま
し
た
の
で
、
こ

れ
か
ら
が
楽
し
み
で
す
。

今
後
、
正
家
廃
寺
を
造
っ

た
人
を
解
明
す
る
こ
と
も

必
要
で
す
。
東
山
道
と
の

関
係
や
正
家
廃
寺
の
全
容

が
明
ら
か
に
な
る
と
面
白

い
で
す
。

　
正
家
廃
寺
跡
は
、
礎
石
の

本
物
が
あ
る
こ
と
に
価
値
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
を
訪
れ
た

ら
、
奈
良
時
代
の
も
の
が
見

え
ま
す
。
素
材
を
生
か
し
て

本
物
を
見
せ
る
こ
と
が
望
ま

し
く
、
付
属
で
当
時
の
歴
史

や
古
代
史
を
学
習
で
き
る
よ

う
な
も
の
も
あ
っ
た
ら
、
地

元
住
民
の
自
信
や
活
性
化
に

つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い

ま
す
。
地
域
の
活
性
化
や

自
信
、
観
光
に
つ
な
が
る

よ
う
に
、
目
に
見
え
る
形

で
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
建
物
の
復
元
は
、
何
十

年
も
か
け
て
調
査
や
検
討

を
行
う
必
要
が
あ
り
、
容

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
史

跡
が
奈
良
時
代
か
ら
こ
れ

だ
け
良
い
状
態
で
残
っ
て

い
る
の
は
、
地
元
の
方
々

が
大
切
に
し
て
き
た
か
ら

で
、
全
国
的
に
も
珍
し
く
、

と
て
も
貴
重
で
す
。
本
物
を

大
切
に
し
た
整
備
を
行
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

古代ロマンかき立てる

　
自
然
の
中
に
あ
る
史
跡
は

手
を
掛
け
な
け
れ
ば
や
が
て

荒
廃
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い
た

め
に
は
、
計
画
的
に
継
続
し

て
整
備
や
保
存
活
動
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
市
の
宝
と
い
え
る
正
家

廃
寺
跡
を
市
民
の
手
で
守

ろ
う
と
、
平
成
２４
年
４
月

に
保
存
会
を
設
立
し
ま
し

た
。
現
在
は
、
市
内
外
の

約
３
６
０
人
が
会
員
に
登

録
し
て
い
ま
す
。会
員
は
、

史
跡
を
大
切
に
保
存
し
よ

う
と
行
政
と
力
を
合
わ
せ

て
、
熱
心
に
活
動
し
て
い

ま
す
。

　
保
存
会
で
は
、
市
と
協
働

で
正
家
廃
寺
跡
へ
の
案
内
看

板
の
設
置
や
年
３
回
の
区
域

周
辺
の
草
刈
り
、
基
壇
の
保

護
、
回
廊
跡
へ
の
目
印
の
設

置
、
講
演
会
の
開
催
に
よ
る

啓
発
、
視
察
な
ど
の
研
修
、

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
へ
の
協
賛
で

地
域
と
の
交
流
や
宣
伝
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
　

　
正
家
廃
寺
の
全
体
像
を

早
急
に
明
ら
か
に
し
て
、

正
家
廃
寺
跡
を
市
の
象
徴

的
な
存
在
と
し
て
保
存

し
、
古
代
の
ロ
マ
ン
を
か

き
立
て
る
よ
う
な
場
所
の

一
つ
に
整
備
し
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
正
家

廃
寺
は
、
正
家
地
区
の
寺

で
は
な
く
、
恵
奈
郡
の
寺

と
認
識
し
て
い
た
だ
き
、

み
ん
な
で
こ
の
史
跡
を

守
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

　
将
来
、
整
備
さ
れ
た
正
家

廃
寺
跡
を
訪
れ
る
方
が
、
恵

那
の
古
代
史
に
思
い
を
は
せ

る
よ
う
に
な
れ
ば
う
れ
し
い

で
す
。

板
が
あ
る
竪
穴
建
物
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

一
番
の
特
徴
は
、
寺
域
全
体
が
良
好
な
状

態
で
保
全
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

地
域
で
守
っ
て
き
た
史
跡

　

　
正
家
廃
寺
跡
の
あ
る
長
島
町
正
家
地
区

は
、重
要
な
幹
線
の
通
る
交
通
の
要
衝
で
、

不
断
に
開
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
で
、
こ
の
史
跡
が
良
好
な
状
態

で
保
全
さ
れ
て
い
た
の
は
単
な
る
偶
然
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
昭
和
５
年
に
は
、
史
跡
を
示
す
標
柱
が

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
自
体
が
正
家
廃

寺
跡
の
保
護
の
歴
史
を
示
し
て
い
ま
す
。

平
成
１９
年
に
は
正
家
区
有
志
に
よ
り
「
正

家
寺て

ら

平だ
い
ら

歴
史
の
里
整
備
構
想
研
究
会
」
が

発
足
し
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

を
通
じ
て
丘
陵
全
体
の
活
用
策
を
立
案
。

歴
史
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
草
刈
り
な
ど
の
活

動
を
展
開
。
平
成
２４
年
に
は
正
家
廃
寺
保

存
会
が
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
史
跡
は
、

地
域
の
手
で
保
全
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

史
跡
の
保
存
計
画
を
策
定

　
平
成
２３
年
８
月
に
正
家
廃
寺
跡
調
査
整

備
委
員
会
を
設
立
し
、
平
成
２４
年
５
月
に

「
史
跡
正
家
廃
寺
跡
保
存
管
理
計
画
」
を

策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
正
家
廃

寺
跡
の
特
色
と
価
値
を
明
ら
か
に
し
、
そ

８
世
紀
前
半

（
奈
良
時
代
）
正
家
廃
寺
建
設
着
手

９
世
紀
後
半

（
平
安
時
代
）
主
要
伽
藍
の
火
災
に

よ
り
廃
絶

１
９
３
０

（
昭
和
５
）
年
史
跡
を
示
す
花
こ
う

岩
製
の
標
柱
が
建
て

ら
れ
る

１
９
５
６

（
昭
和
３１
）
年
県
史
跡
に
指
定

昭
和
４０
年
代

後
半

『
市
史
』
編
さ
ん
の

資
料
収
集
の
一
環
で

本
格
的
な
調
査

１
９
７
６

（
昭
和
５１
）
年
県
指
定
史
跡
正
家
廃

寺
跡
第
１
次
調
査

１
９
７
６

（
昭
和
５１
）
年

　
　
～

１
９
８
０

（
昭
和
５５
）
年

南
山
大
学
を
中
心
と

し
た
調
査
団
が
範
囲

確
認
調
査
を
実
施

（
講
堂
の
全
面
発
掘

と
伽
藍
配
置
や
規
模

の
確
定
。
三
彩
陶
器

の
出
土
）

１
９
９
２

（
平
成
４
）
年

寺
平
遺
跡
第
１
次
発

掘
調
査
（
遺
跡
東
端

の
確
認
。
二
彩
浄
瓶

の
出
土
。
鍛
冶
関
連

遺
物
の
出
土
）

１
９
９
３

（
平
成
５
）
年

第
２
次
調
査
の
開
始

（
伽
藍
を
区
画
す
る

築
地
の
検
出
。
床
板

有
す
る
竪
穴
建
物
の

検
出
）

１
９
９
４

（
平
成
６
）
年
伽
藍
地
南
東
コ
ー

ナ
ー
の
確
認

１
９
９
５

（
平
成
７
）
年
塔
跡
の
発
掘
（
火
災

に
よ
る
廃
絶
。
風
鐸

の
出
土
）

の
価
値
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
、
史

跡
の
保
存
や
管
理
の
基
本
的
な
考
え
を
示

し
て
い
ま
す
。

　
正
家
廃
寺
跡
周
辺
に
は
、
同
時
代
の
遺

跡
を
は
じ
め
、
多
く
の
文
化
遺
産
が
あ
り

ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
を
意
識
し
て
保
存
活

動
を
進
め
ま
す
。

整
備
計
画
に
基
づ
き
保
存

　
正
家
廃
寺
の
遺
構
は
、
地
下
に
あ
る
も

の
と
基
壇
や
礎
石
の
よ
う
に
外
に
出
て
い

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
保
存
と
展
示
が
両

立
す
る
整
備
方
法
を
検
討
し
て
、
地
域
と

の
協
働
で
包
括
的
な
保
存
管
理
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。
現
状
で
は
、
定
期
的
な
点
検

や
草
刈
り
な
ど
の
維
持
管
理
を
行
い
ま

す
。こ
れ
ま
で
の
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
、

必
要
な
場
合
は
さ
ら
に
調
査
を
行
い
整
備

計
画
を
策
定
し
、
適
切
な
保
存
と
管
理
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
の
調
査
に
よ
り
、
正
家
廃
寺
の
全

体
像
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
正
家

廃
寺
だ
け
で
な
く
古
代
寺
院
の
解
明
に
つ

な
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

正
家
廃
寺
跡
の
歴
史

１
９
９
６

（
平
８
）
～

１
９
９
７

（
平
成
９
）
年

金
堂
跡
の
発
掘
、
伽

藍
北
側
の
調
査
（
金

堂
の
礎
石
配
置
を
確

定
。
講
堂
に
取
り
付

く
回
廊
の
一
部
や
経

蔵
に
相
当
す
る
建
物

を
検
出
）

１
９
９
８

（
平
成
１０
）
年

回
廊
の
検
出
。
伽
藍

地
東
側
で
、
築
地
で

囲
ま
れ
た
区
画
さ
れ

た
施
設
を
検
出

２
０
０
１

（
平
成
１３
）
年

８
月

国
史
跡
に
指
定

２
０
０
７

（
平
成
１９
）
年
正
家
寺
平
歴
史
の
里

整
備
構
想
研
究
会
設

立

２
０
１
１

（
平
成
２３
）
年

８
月

正
家
廃
寺
跡
調
査
整

備
委
員
会
設
立

２
０
１
２

（
平
成
２４
）
年

５
月

史
跡
正
家
廃
寺
跡
保

存
管
理
計
画
策
定

２
０
１
３

（
平
成
２５
）
年

９
月

史
跡
の
公
有
地
化
完

了

２
０
１
３

（
平
成
２５
）
年

９
月
～

２
０
１
７

（
平
成
２９
）
年

市
に
よ
る
発
掘
調
査

を
開
始
。
現
地
調
査

は
４
年
間
で
、
調
査

箇
所
は
、
伽
藍
地
南

側
と
東
区
、
伽
藍
地

西
側

保
存
と
展
示
が
両
立
の
整
備

独立行政法人国立文化
財機構理事
奈良文化財研究所長

松
まつ

村
むら

恵
けい

司
じ

 氏

正家廃寺保存会

西
にし

尾
お

直
なお

躬
み

 会長

▲保存会が行う草刈り作業

▲竪穴建物跡最古の床板（写真の黒い部
分）。平成 6年に寺平遺跡の竪穴建物跡
から 8世紀の床板が出土。それまでは
１０世紀後半の床板が日本最古だったが
通説を覆す発見となった
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